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本
稿
は
二
〇
一
一
年
七
月
二
日
に
行
わ
れ
た
立
教
大
学
史
学
会
で

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
世
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
に
お
け
る
報
告

の
概
要
で
あ
る
。
朝
比
奈
報
告
と
五
十
嵐
報
告
が
そ
れ
ぞ
れ
日
本
中

世
と
イ
ス
ラ
ム
「
中
世
」
に
お
け
る
土
地
に
か
か
わ
る
問
題
を
詳
細

に
論
じ
た
こ
と
に
呼
応
し
て
、
本
報
告
で
は
紀
元
千
年
期
に
お
け
る

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
と
り
わ
け
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
土
地
所
有

の
あ
り
か
た
に
関
す
る
若
干
の
問
題
を
、
比
較
の
手
が
か
り
と
し
て

提
示
す
る
。

一
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
中
世

　

本
論
に
入
る
前
に
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
中
世
と
い
う
時
代

概
念
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
「
中
世
」
と
は
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

こ
の
概
念
の
誕
生
は
一
四
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
た
ち
が
、

自
ら
が
生
き
る
「
近
代
」
と
模
倣
す
べ
き
「
古
代
」
と
の
あ
い
だ

に
、
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
「
中
間
の
時
代
」m

edium
 aevum

を
見
い
だ
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
（
１
）

。「
中
間
の
時
代
」
す
な
わ
ち

「
中
世
」
は
、
ド
イ
ツ
の
ク
リ
ス
ト
フ
・
ケ
ラ
リ
ウ
ス
（
一
六
三
八

―

一
七
〇
七
）
に
よ
る
学
問
的
定
位
を
経
て
、
し
だ
い
に
現
在
わ
た

し
た
ち
が
な
じ
ん
で
い
る
時
代
幅
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
四
七
六
年
か
ら
一
四
五
三
年
ま
で
の
お
よ
そ
千
年
間

と
い
う
時
代
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
四
七
六
年
は
西
ロ
ー
マ
皇

帝
ロ
ム
ル
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ル
ス
が
退
位
し
西
ロ
ー
マ
帝
国
が
消

滅
し
た
年
で
あ
り
、
一
四
五
三
年
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
征
服
に
よ
り
東
ロ
ー
マ
帝
国
が
崩
壊
し
た
年
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
中
世
」
の
千
年
と
は
、
本
来
、
そ
れ
自
体
の
内
的

構
成
要
素
で
は
な
く
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
相
関
性
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
時
代
幅
で
あ
っ
た
。

　

他
方
で
一
九
世
紀
以
降
、「
中
世
」
と
い
う
千
年
の
時
代
幅
が
持

報
告
三

紀
元
千
年
期
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
一
考
察

小　

澤　
　
　

実
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つ
内
的
構
成
要
素
に
基
づ
い
て
、「
中
世
」
を
特
徴
付
け
よ
う
と
す

る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
指
標
の
代
表
は
、
封
建
制
度
と
キ

リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
封
建
制
度
と
は
、極
度
に
単
純
化
し
て
言
え
ば
、

主
君
と
家
臣
が
、
前
者
が
後
者
に
対
し
て
与
え
る
（
主
と
し
て
土
地

の
）
庇
護
と
後
者
が
前
者
に
対
し
て
報
い
る
（
主
と
し
て
武
力
に
よ

る
）
奉
仕
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
社
会
関
係
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ル
イ
・
ガ
ン
ス
ホ
フ
の
よ
う
に
法
的
関
係
か
ら
定
義
す
る
場
合
と
、

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
生
産
関
係
か
ら
定
義
す
る
場
合
を
区

別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
世
に
お
い
て
は
こ
の

封
建
制
度
が
社
会
の
骨
格
を
な
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
２
）

。
マ

ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
『
封
建
社
会
』
は
封
建
制
度
に
基
づ
く
中
世
像

の
典
型
で
あ
ろ
う
（
３
）

。
他
方
で
、
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
、
東
ロ
ー
マ
帝

国
に
お
い
て
は
ギ
リ
シ
ア
正
教
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
宗
派
が
社

会
の
末
端
に
至
る
ま
で
ひ
と
び
と
の
生
活
や
思
考
を
規
定
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
ー
ソ
ン
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ゴ
フ
、
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
ら
の
描
く
中
世

は
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
を
軸
に
据
え
て
い
る
（
４
）
。

　

こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
立
ち
戻
っ
て
み

た
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
西
欧
に
お
い
て
は
中
世
の
た
だ
中
で
あ
る
紀

元
千
年
に
お
い
て
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
は
封
建
社
会
で
も
な
け

れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ

ア
に
お
い
て
大
陸
諸
国
家
と
最
も
つ
な
が
り
の
深
い
デ
ン
マ
ー
ク
を

例
に
と
っ
て
言
え
ば
、
土
地
を
媒
介
と
し
た
封
建
制
度
や
国
家
シ
ス

テ
ム
の
基
盤
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
早
く
見
積
も
っ
て
も
一
一
世
紀
後
半
で
あ
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

類
比
す
る
中
世
社
会
が
展
開
す
る
の
は
一
二
世
紀
以
降
と
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
紀
元
千
年
前
後
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
は
、
封
建
制

と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
指
標
を
入
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
中
世
と

で
も
言
う
べ
き
時
代
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
歴
史
学
や
考
古
学
に

お
い
て
は
こ
の
時
代
を
そ
の
後
の「
中
世
」と
区
別
し
て
、特
に「
ヴ
ァ

イ
キ
ン
グ
時
代
」
も
し
く
は
「
後
期
鉄
器
時
代
」
と
呼
び
習
わ
し
て

い
る
（
５
）

。
以
下
で
は
こ
の
「
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
」
に
お
け
る
土
地
所

有
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

二
、
紀
元
千
年
期
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
土
地
所
有
の
問
題

　
「
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
」
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
は
、
王
権

の
よ
う
な
上
位
権
力
に
従
属
せ
ず
、
自
前
の
農
場
を
所
有
し
、
君
主

た
ち
の
軍
事
活
動
に
自
由
意
思
で
参
加
す
る
自
由
農
民
層
の
割
合
が

他
の
西
欧
諸
国
に
比
べ
圧
倒
的
に
高
く
、
そ
れ
こ
そ
が
当
該
時
代
の

特
徴
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（
６
）

。「
ボ
ー
ン
デ
ィ
」bóndi

と
よ

ば
れ
る
こ
の
北
欧
自
由
農
民
モ
デ
ル
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

一
二
世
紀
以
降
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
生
み
出
さ
れ
た
「
サ
ガ
」
と
い
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う
叙
述
史
料
、
就
中
紀
元
千
年
前
後
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
自
由
農
民
層

の
生
活
の
諸
相
（
交
易
や
紛
争
な
ど
）
を
描
き
出
し
た
、
五
十
編
弱

が
伝
来
す
る
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
」
と
よ
ば
れ
る
史
料
類
型

の
記
述
内
容
で
あ
る
（
７
）

。し
か
し
な
が
ら
、「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
」

は
必
ず
し
も
事
実
の
記
録
で
は
な
い
こ
と
、
作
製
さ
れ
た
一
二
世
紀

か
ら
一
三
世
紀
と
い
う
時
代
の
現
状
や
価
値
判
断
が
反
映
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
北
大
西
洋
に
浮
か
ぶ
孤
島
で
あ
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
い
う

特
殊
な
社
会
空
間
の
事
例
を
単
純
に
北
欧
全
体
に
敷
衍
す
る
の
は
勇

み
足
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
れ
ば
、
従
来
の
北
欧
自
由
農
民
モ

デ
ル
を
そ
の
ま
ま
私
た
ち
が
受
け
入
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
平
等
な
権
利
を
持
つ
自
由
農

民
層
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
て
い
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
も
、
考

古
学
者
オ
ッ
リ
・
ヴ
ェ
ー
ス
テ
イ
ン
ソ
ン
の
研
究
に
よ
り
、
階
層
化

さ
れ
た
社
会
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
（
８
）

。

　
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
」
に
よ
る
自
由
農
民
モ
デ
ル
に
は
以

上
の
よ
う
な
留
保
条
件
が
つ
く
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ

時
代
の
北
欧
の
土
地
所
有
者
の
実
態
を
証
言
す
る
文
献
史
料
は
、
他

に
存
在
し
な
い
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
れ
ば
、
国
王
に
よ
る
土
地

確
認
文
書
や
私
人
間
の
土
地
売
買
契
約
文
書
と
い
っ
た
法
文
書
が

豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
で
そ
の
よ
う

な
文
書
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

一
〇
八
五
年
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
の
北
欧

に
お
け
る
土
地
問
題
を
追
及
す
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
の
か
と
い

え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
ル
ー
ン
石
碑
と
い
う
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異

な
る
史
料
類
型
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
る
。

　

ル
ー
ン
石
碑
と
は
「
Ｘ
が
Ｙ
を
記
念
し
て
こ
の
石
を
建
て
た
」
と

い
う
定
型
句
を
も
つ
死
者
記
念
碑
で
あ
る
。
最
古
の
事
例
は
紀
元
五

世
紀
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
が
、
ま
さ
に
わ
た
し
た
ち
が
こ
こ
で
論
じ

よ
う
と
し
て
い
る
紀
元
千
年
前
後
に
爆
発
的
に
増
加
し
た
。
現
在
お

よ
そ
デ
ン
マ
ー
ク
に
二
〇
〇
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
五
〇
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
二
五
〇
〇
基
が
伝
来
し
て
い
る
（
９
）
。
従
来
ル
ー
ン
石
碑
に
対
し
て

は
、
言
語
学
者
や
文
献
学
者
ら
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が

主
流
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
流
れ
を
変
え
た
の
が
ル
ー
ン
石
碑
を
人
に

視
認
さ
れ
る
「
モ
ノ
」
と
し
て
捉
え
た
ビ
ル
ギ
ッ
ト
・
ソ
ー
ヤ
ー
で

あ
る
。
彼
女
は
な
ぜ
紀
元
千
年
前
後
に
ル
ー
ン
石
碑
が
建
立
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
、
そ
こ
に
財
産
相
続
権
を
告
知
す
る
機
能

が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た）
（（
（

。
す
な
わ
ち
ル
ー
ン
石
碑
に
お
い
て
は
生

者
で
あ
る
建
立
者
Ｘ
と
死
者
で
あ
る
被
建
立
者
Ｙ
の
関
係
（
親
子
、

夫
婦
、
兄
弟
な
ど
）
が
必
ず
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
明
示
さ
れ
お
り
、

そ
れ
は
Ｘ
が
Ｙ
の
財
産
を
継
承
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
共
同
体
内

に
公
示
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
紀

元
千
年
前
後
に
人
の
移
動
が
頻
繁
と
な
り
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば

ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
活
動
と
呼
ば
れ
る
、
土
地
所
有
者
層
に
よ
る
海
外
展
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開
が
大
規
模
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
戦
闘
な
ど
で
命
を
落
と
し

た
土
地
所
有
者
の
相
続
問
題
が
頻
発
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

仮
に
ソ
ー
ヤ
ー
説
に
一
定
程
度
の
説
得
力
を
認
め
た
場
合
、
ル
ー

ン
石
碑
の
建
立
は
紀
元
千
年
前
後
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
ル
ー
ン
石
碑
に
よ
る
財
産
相
続
権
の
確
認
は
、
当
該
時
代
の
ス

カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
世
界
に
特
有
の
確
認
方
法
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
他
方
で
当
該
時
代
以
前
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
土

地
所
有
観
念
に
つ
い
て
復
元
す
る
こ
と
は
相
当
の
困
難
を
伴
う）
（（
（

。
し

ば
し
ば
一
世
紀
の
『
ゲ
ル
マ
ニ
ア
』、
一
二
世
紀
以
降
に
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
で
成
立
し
た
「
サ
ガ
」、
一
三
世
紀
以
降
の
写
本
で
し
か
残
っ

て
い
な
い
『
エ
ッ
ダ
』、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
世
界
に
お
け
る
法

典
の
記
述
を
も
と
に
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
の
社
会
構
造
や
観
念
を
探

る
作
業
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の
思
考
が
超
時

間
的
か
つ
超
空
間
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
非
歴
史
的
な
解
釈

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
は
地
理
的

に
広
大
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
社
会
構
造
も
停
滞
的
で
は
な
い
。
特
定

の
歴
史
空
間
の
現
実
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
地
域
差
と
時
代
差
を

十
分
に
認
識
し
、
可
能
な
限
り
対
象
と
す
る
空
間
な
ら
び
に
時
代
に

近
い
史
料
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
（（
（

。
以
下
で
は
紀
元
千
年
前
後

の
デ
ン
マ
ー
ク
に
限
定
し
て
話
を
進
め
た
い
。

三
、
ル
ー
ン
石
碑
か
ら
証
書
へ

　

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
ー
ヤ
ー
説
を
受
け
入
れ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
紀
元
千
年
前
後
の
ル
ー
ン
石
碑
に
は
土
地
所
有
の
確
認
を
公

示
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
デ
ン

マ
ー
ク
も
ま
た
、
一
一
世
紀
の
後
半
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
同

じ
く
土
地
確
認
証
書
に
よ
る
土
地
の
所
有
／
保
有
の
確
認
が
始
ま

る
。
こ
れ
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
が
終
焉
を
迎
え
る
一
つ
の
大
き
な

要
件
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
小
澤
に
よ
る
旧
稿
を
敷
衍
す
る
か
た
ち

で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
要
約
し
て
お
き
た
い）
（（
（

。

　

最
初
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
セ
ス
を
簡
単
に
整
理

し
て
お
き
た
い）
（（
（

。
デ
ン
マ
ー
ク
に
公
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
な

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
ハ
ン
ブ

ル
ク
大
司
教
ア
ン
ス
ガ
ル
に
よ
る
宣
教
で
あ
る
。
こ
の
宣
教
に
よ
る

キ
リ
ス
ト
教
化
は
必
ず
し
も
持
続
的
な
結
果
を
生
ま
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
、
九
四
八
年
に
は
ス
リ
ス
ヴ
ィ
、
リ
ー
ベ
、
オ
ー
フ
ス
と
い

う
ユ
ラ
ン
半
島
に
三
つ
の
司
教
座
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
イ
ェ
リ
ン
グ
石
碑
や
そ
の
他
ド
イ
ツ
の
叙
述
史
料
が
述
べ

る
よ
う
に
、
九
六
〇
年
頃
に
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ハ
ー
ラ
ル
青
歯
王

が
公
式
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
。
ハ
ー
ラ
ル
以
降
の
イ
ェ
リ
ン

グ
朝
の
諸
王
と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
も
支
配
し
た
ク
ヌ
ー
ト
王

は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
東
部
に
も
キ
リ
ス
ト
教
空
間
を
拡
大
し
、
紀
元
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千
年
頃
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
南
部
の
ス
コ
ー
ネ
地
方
に
も
い
く
つ
か

の
司
教
座
が
確
立
し
た）
（（
（

。
教
会
法
と
い
う
面
に
お
い
て
は
デ
ン
マ
ー

ク
の
司
教
座
は
長
ら
く
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
司
教
座
に
従
属
し
て
い
た

が
、
一
一
〇
三
／
〇
四
年
に
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
全
体
を
統
括

す
る
ル
ン
ド
大
司
教
座
が
成
立
し
、こ
れ
以
降
、ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ

ア
世
界
は
教
会
法
的
に
は
大
陸
世
界
か
ら
独
立
し
た
世
界
と
な
っ

た）
（（
（

。

　

以
上
の
歴
史
に
お
い
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
教
会
制
度
の
定

着
の
画
期
と
な
っ
た
の
は
九
四
八
年
に
お
け
る
三
司
教
座
の
創
設
で

あ
る
。こ
こ
で
わ
た
く
し
た
ち
が
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ル
ー
ン
石
碑
建
立
運
動
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た
イ
ェ
リ
ン
グ
王
朝

確
立
期
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
、
司
教
座
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
そ

の
ほ
か
の
地
域
と
は
全
く
別
の
教
会
法
が
機
能
す
る
空
間
で
あ
っ
た

と
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
想
定
は
、
そ
の
後
九
六
五
年
と

九
八
八
年
に
ド
イ
ツ
皇
帝
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
権
利
証
書
に
よ
っ

て
よ
り
確
か
な
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
ず
は
九
六
五
年
に
オ
ッ
ト
ー
一

世
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
皇
帝
文
書
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
敬
愛
す
べ
き
余
の
大
司
教
ア
ダ
ル
ダ
ー
ク
の
仲
介

に
よ
り
、
余
の
帝
国
の
安
定
と
安
寧
の
た
め
に
、
デ
ー
ン
人
の

辺
境
も
し
く
は
王
国
に
お
い
て
神
を
称
揚
す
る
た
め
に
建
設
さ

れ
た
教
会
つ
ま
り
ス
リ
ス
ヴ
ィ
、
リ
ー
ベ
、
オ
ー
フ
ス
に
こ
れ

ま
で
属
し
て
い
た
、
も
し
く
は
将
来
獲
得
さ
れ
る
所
有
地
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
余
が
法
の
あ
ら
ゆ
る
査
定
も
し
く
は

従
属
か
ら
解
放
し
、
伯
も
し
く
は
余
が
国
庫
の
収
税
官
の
侵
害

な
く
上
記
教
会
の
司
教
た
ち
に
従
属
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、

希
望
す
る
と
と
も
に
か
た
く
命
じ
る）
（（
（

。

こ
の
文
書
に
お
い
て
オ
ッ
ト
ー
一
世
は
、
ス
リ
ス
ヴ
ィ
、
リ
ー
ベ
、

オ
ー
フ
ス
と
い
う
三
司
教
座
に
「
こ
れ
ま
で
属
し
て
い
た
、
も
し
く

は
将
来
獲
得
さ
れ
る
所
有
地
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
余
が
法

の
あ
ら
ゆ
る
査
定
も
し
く
は
従
属
か
ら
解
放
し
、
伯
も
し
く
は
余
が

国
庫
の
収
税
官
の
侵
害
無
く
上
記
教
会
の
司
教
た
ち
に
従
属
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
」
を
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
司
教
座
の
所
有
地

は
、
伯
や
国
庫
収
税
官
に
よ
る
世
俗
法
上
の
管
理
か
ら
解
放
さ
れ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
九
六
五
年
と
い
う
お
そ
ら
く
ハ
ー
ラ
ル
青
歯

王
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
直
後
に
こ
の
よ
う
な
文
書
が
発
給
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
含
意
す
る
政
治
的
文
脈
は
い
っ
た
ん
措
く
と
し
て
、

わ
た
し
た
ち
が
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
九
六
五
年
と
い

う
時
点
に
お
い
て
、
三
司
教
座
の
所
有
地
が
当
該
司
教
座
の
司
教
の

管
轄
下
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
上
位
権
力
に
よ
っ
て
土
地
と
そ
れ
に
付

随
す
る
権
利
を
確
認
す
る
と
い
う
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
土

地
所
有
確
認
と
管
理
作
法
が
デ
ン
マ
ー
ク
の
中
に
現
れ
た
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
く
わ
え
て
九
八
八
年
の
オ
ッ
ト
ー
三
世
に
よ
る
皇
帝
証

書
も
見
て
お
き
た
い
。

ブ
レ
ー
メ
ン
教
会
の
大
司
教
で
あ
る
余
の
敬
愛
す
る
ア
ダ
ル
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ダ
ー
ク
の
懇
請
と
仲
介
、
そ
し
て
余
が
王
国
の
保
全
お
よ
び
安

寧
の
た
め
に
、
デ
ー
ン
人
の
王
国
に
お
い
て
神
を
称
揚
す
る
た

め
に
建
設
さ
れ
た
教
会
す
な
わ
ち
ス
リ
ス
ヴ
ィ
、リ
ー
ベ
、オ
ー

フ
ス
、
オ
ー
デ
ン
セ
に
現
在
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
も

し
く
は
将
来
獲
得
さ
れ
る
所
有
地
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
、
余
が

法
の
あ
ら
ゆ
る
査
定
も
し
く
は
従
属
か
ら
解
放
す
る）
（（
（

。

こ
こ
で
は
、
九
六
五
年
の
国
王
証
書
を
な
ぞ
る
形
で
当
該
証
書
と
同

様
の
権
利
を
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
上
記
三
司
教
座
に

加
え
て
、
フ
ュ
ン
島
の
オ
ー
デ
ン
セ
が
加
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注

目
さ
れ
る
。
新
司
教
座
の
創
設
は
イ
ェ
リ
ン
グ
王
権
に
よ
る
支
配
権

域
の
東
方
へ
の
拡
大
運
動
と
軌
を
一
つ
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結

果
と
し
て
先
述
し
た
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
土
地
所
有
の
確
認

方
法
の
拡
大
を
も
意
味
す
る
。

　

当
初
は
司
教
座
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
的

な
土
地
管
理
作
法
へ
の
認
識
の
変
化
と
そ
の
普
及
は
、
イ
ェ
リ
ン
グ

王
権
の
後
半
期
に
お
い
て
確
実
に
進
展
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

と
も
と
、
九
世
紀
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
デ
ー
ン
ロ
ー
地
域
や

フ
ラ
ン
ス
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
と
い
っ
た
デ
ー
ン
人
の
入
植
地
と
デ
ン

マ
ー
ク
本
国
と
の
間
で
は
恒
常
的
に
往
来
が
あ
り
、
現
地
の
土
地
管

理
方
法
や
慣
習
を
身
に
つ
け
た
デ
ー
ン
人
が
デ
ン
マ
ー
ク
に
流
れ
込

ん
で
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な「
先
進
地
域
」

か
ら
の
情
報
の
流
入
は
、
ク
ヌ
ー
ト
王
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
デ

ン
マ
ー
ク
を
同
時
に
支
配
す
る
海
上
王
国
の
確
立
に
よ
っ
て
さ
ら
に

加
速
度
を
増
し
た
。
イ
ェ
リ
ン
グ
王
朝
の
ク
ヌ
ー
ト
自
身
が
国
王
証

書
を
発
給
し
て
お
り
、
ま
た
彼
の
従
士
や
デ
ン
マ
ー
ク
出
自
の
在
地

有
力
者
ら
も
ま
た
、
彼
ら
自
身
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
土
地
を
授
与
さ

れ
る
と
と
も
に
、
国
王
証
書
の
副
書
人
と
し
て
土
地
所
有
の
確
認
プ

ロ
セ
ス
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
る
ラ
テ
ン
・

キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
の
接
触
は
、
当
該
世
界
に
特
有
の
法
慣
習
と
土

地
管
理
が
デ
ン
マ
ー
ク
に
根
付
く
素
地
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る）
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
前
史
を
経
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
独
自
の
国
王
証
書
が

確
認
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
八
五
年
で
あ
る
。
ク
ヌ
ー
ズ
四
世
が
ル
ン

ド
司
教
座
の
ラ
ウ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
教
会
に
対
し
当
該
教
会
に
所
属
す

る
土
地
財
産
の
所
有
権
を
確
認
し
た
文
書
で
あ
り
、
一
〇
八
五
年
五

月
二
一
日
の
日
付
が
あ
る
。
現
在
は
一
二
世
紀
の
『
ル
ン
ド
の
ネ
ク

ロ
ロ
ギ
ウ
ム
』
の
冒
頭
に
写
し
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
文
書

で
あ
る
が
、
一
般
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
を
真
性
文
書
と
見
な

し
た
場
合
、
一
〇
八
五
年
の
時
点
で
デ
ン
マ
ー
ク
に
は
土
地
確
認
文

書
を
作
成
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
ま
た
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な

確
認
方
式
を
受
容
す
る
社
会
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
必
然
的
に
導

き
出
さ
れ
る）
（（
（

。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
ソ
ー
ヤ
ー
の
主
張
し
て
い
た

ル
ー
ン
石
碑
に
よ
る
土
地
財
産
の
確
認
は
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
世

界
に
特
有
の
手
法
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ル
ー
ン
石
碑
と
国
王
証
書
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
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だ
ろ
う
か
。
ル
ー
ン
石
碑
の
場
合
、「
Ｘ
が
Ｙ
を
記
念
し
て
こ
の
石

を
建
て
る
」
と
い
う
定
型
句
に
情
報
が
追
加
さ
れ
て
テ
ク
ス
ト
を
構

成
す
る
が
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
自
体
は
必
ず
し
も

多
く
な
い
。
土
地
所
有
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
基
本
的
に
、

受
益
者
で
あ
る
生
者
Ｘ
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
の
は
本
来
の
土
地
所
有

者
で
あ
る
死
者
Ｙ
と
の
関
係
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
な
対
象
に
つ
い

て
は
、
共
同
体
内
に
お
け
る
記
憶
な
ど
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
他
方
で
国
王
証
書
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
中
に
、
所

有
す
べ
き
土
地
な
ど
の
具
体
的
な
計
量
情
報
や
空
間
情
報
な
ら
び
に

そ
れ
ら
に
関
わ
る
法
的
諸
条
件
が
明
記
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
単
に
情
報
の
精
緻
化
と
再
現
性
の
高
い
文

書
に
よ
る
記
録
化
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
財
産
の
庇
護
者
は

誰
か
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
紀
元
千
年
前
後
は
ル
ー
ン
石
碑

を
自
身
で
建
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
自

力
救
済
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
国
王
証
書
の
登
場
以
降
は
、
権

利
者
が
上
位
権
力
で
あ
る
国
王
に
よ
る
庇
護
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
し
か
に
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
世
界
は
、
同
時
期
の
西
欧
諸

国
に
比
べ
れ
ば
、
土
地
所
有
者
の
自
立
性
が
相
対
的
に
強
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
庇
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ

た
国
王
に
よ
る
権
力
の
伸
張
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
十

世
紀
に
お
け
る
教
会
組
織
の
確
立
は
、
た
だ
デ
ン
マ
ー
ク
の
キ
リ
ス

ト
教
化
を
進
め
た
の
み
な
ら
ず
、
土
地
所
有
の
確
認
シ
ス
テ
ム
の
変

化
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
国
王
に
よ
る
集
権
体
制
の
進
展
と
在
地
有

力
者
と
の
関
係
の
強
化
と
い
う
結
果
を
う
み
だ
し
た
。
一
〇
八
五
年

に
お
け
る
国
王
証
書
の
登
場
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
の
質
的
変
化
を

証
言
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
の
議
論
よ
り
得
ら
れ
た
結
論
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
に
過
ぎ
な

い
。
当
該
時
代
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
土
地
所
有
に
関

す
る
諸
問
題
は
未
だ
研
究
途
上
に
あ
り
、
よ
り
深
め
ら
れ
た
議
論
が

必
要
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
今
後
追
求
す
べ
き
い
く
つ
か
の
方
向

性
を
示
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
ル
ー
ン
石
碑
に
み
え
る
土
地
関
係

用
語
の
再
検
討
で
あ
る
。か
つ
て
ク
ラ
ウ
ス
・
デ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
は
ル
ー

ン
石
碑
に
見
え
る
「
ボ
ー
ン
デ
ィ
」
と
い
う
用
語
を
カ
タ
ロ
グ
化
し

た
が
、
近
年
ジ
ュ
ー
デ
ィ
ス
・
ジ
ェ
ッ
シ
ュ
が
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
土
地
関
係
の
用
語
の
実
質
的
意
味
を
は
か
り
直
す
作

業
を
行
っ
て
い
る）
（（
（

。
第
二
に
考
古
学
調
査
に
よ
る
土
地
所
有
者
層
の

生
活
実
態
の
再
現
で
あ
る
。
前
述
し
た
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
事
例
の
よ

う
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
も
農
村
空
間
の
考
古
学
的
復
元
が
今

後
は
か
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う）
（（
（

。
第
三
に
一
二
世
紀
以
降
の
土
地
制

度
な
ら
び
に
「
封
建
制
度
」
と
の
連
続
性
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で

は
土
地
に
関
す
る
情
報
の
取
り
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
あ
え
て
一
一
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世
紀
後
半
に
転
換
点
を
見
た
が
、
ミ
ケ
ー
ル
・
ゲ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
進

め
る
一
二
世
紀
以
降
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
法
の
変
容
と
の
関
係

も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う）
（（
（

。
第
四
に
他
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ア
世
界
と
の
比
較
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ

時
代
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
は
、
自
然
面
で
も
文
化
面
で
も
多
様

性
を
包
摂
す
る
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
今
回
の
デ
ン
マ
ー
ク

の
事
例
が
他
の
地
域
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

だ
し
紀
元
千
年
前
後
に
お
け
る
教
会
制
度
の
浸
透
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ア
全
域
で
確
認
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
に
絞
っ
て

比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
地
域
間
に
お
け
る

相
似
点
と
相
同
点
が
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（１
）「
中
世
」（M

iddle A
ges, M

ittelalter, m
oyen âge, m

edioevo

）

概
念
生
成
を
め
ぐ
る
議
論
は
、John H

. A
rnold, W

hat is m
edieval 

history?, C
am

bridge 2008, pp.8-16.

よ
り
包
括
的
に
は
、

G
iuseppe Sergi, "L'idea di m

edioevo", Storia m
edievale 

(M
anueli D

onzelli), R
om

a 1998, pp.3-41.

（
２
）
概
念
の
一
般
的
な
整
理
は
ハ
ン
ス
・
Ｋ
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
（
千
葉
徳

夫
他
訳
）『
西
欧
中
世
史
事
典　

国
制
と
社
会
組
織
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
一
九
九
七
年
、
第
三
章
参
照
。
な
お
近
年
に
お
い
て
封
建
制

概
念
の
再
検
討
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
発
端
は
、
エ
リ
ザ
ベ

ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
著
名
な
論
文
と
ス
ー
ザ
ン
・
レ
ノ
ル
ズ
に
よ
る
包

括
的
な
問
題
提
起
に
さ
か
の
ぼ
る
。E

lisabeth A
.R

. B
row

n, "T
he 

tyranny of a construct: feudalism
 and historians of m

edieval 
E

urope", A
m

erican H
istorical R

eview
 79(1974), pp.1063-1088; 

Susan R
eynolds, F

iefs and vassals. T
he m

edieval evidence 
reconsidered, O

xford 1994. 

さ
ら
に
概
念
問
題
と
し
て
の
「
封
建

制
」
を
整
理
し
た
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
ク
ー
ヘ
ン
ブ
ー
フ
（
井
上
周
平

訳
）「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
か
ら
コ
ン
セ
プ
ト
の
万
華
鏡
へ　

ド

イ
ツ
か
ら
見
た
「
封
建
制
」
論　

一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
九
年

の
転
換
ま
で
」
近
藤
成
一
編
『
中
世　

日
本
と
西
欧
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
九
年
、
三
八
四―

四
三
九
頁
、
な
ら
び
に
今
谷
明
『
封
建
制

の
文
明
史
観　

近
代
化
を
も
た
ら
し
た
歴
史
の
遺
産
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新

書
、
二
〇
〇
八
年
。
封
建
制
見
直
し
の
最
新
の
議
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
周
縁
部
で
の
事
例
を
中
心
に
扱
っ
たSverre B

agge, M
ichael 

H
. G

elting &
 T

h
om

as L
indkvist (eds.), F

eudalism
.N

ew
 

landscapes of debate (T
he M

edieval C
ountryside 5), T

urnhout 
2011. 
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（
３
）M

arc B
loch, La société féodale, 2vols., Paris 1939-40

（
堀
米

庸
三
監
訳
『
封
建
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）.

（
４
）C

hristopher D
aw

son, T
he m

aking of E
urope: A

n introduction 
to the history of E

uropean unity, N
ew

 York 1932

（
野
口
啓
介
他

訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
史
序
説
』
創
文
社
、

一
九
八
八
年
）; Jacques LeG

off, La civilisation de l'O
ccident 

m
edieval, Paris 1964

（
桐
村
泰
次
訳
『
中
世
西
欧
文
明
』
論
創

社
、
二
〇
〇
七
年; R

obert B
artlett, T

he m
aking of E

urope. 
C

onquest, colonization and cultural change 950-1350, London 
1993

（
伊
藤
誓
・
磯
山
甚
一
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成　

九
五
〇
年

―

一
三
五
〇
年
に
お
け
る
征
服
、
植
民
、
文
化
変
容
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
）. 

た
だ
し
中
世
を
キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
見

な
す
こ
と
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
、John van E

ngen, 
"T

he C
hristian m

iddle ages as a historiographical problem
", 

A
m

erican H
istorical R

eview
 91(1986), pp.519-52.

（
５
）
こ
の
よ
う
な
呼
称
で
当
該
時
代
を
切
り
取
る
こ
と
の
背
景
に

あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
は
、Frederik Svanberg, 

D
ecolonizing the V

iking A
ge, vol.1 (A

cta A
rch

aeologica 
Lundensia series 8. N

o.43), Lund 2003, chapter1

を
参
照
。

（
６
）
た
と
え
ば
、
熊
野
聰
『
北
の
農
民
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ　

実
力
と
友
情

の
社
会
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
三
七―

五
六
頁
。

（
７
）Vésteinn Ó

lason, "Fam
ily saga", Rory M

cTurk (ed.), A com
panion 

to O
ld N

orse-Icelandic literature and culture, O
xford 2005, 

pp.101-118. 

代
表
的
な
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
サ
ガ
」
は
、
谷
口
幸

男
訳
『
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
サ
ガ
』
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
、
菅
原
邦

城
・
早
野
勝
巳
・
清
水
育
夫
訳
『
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
サ
ガ　

中
編

集
』
東
海
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
英
語

に
よ
る
全
訳
は
、V

iðar H
reinsson (ed.), T

he com
plete sagas of 

Icelanders, including 49tales, 5vols., R
eykjavík 1997.

（
８
）O
rri Vésteinsson, "A divided society: peasants and the aristogracy 

in m
edieval Iceland", V

iking and M
edieval Scandinavia 

3(2007), pp. 117-139.

（
９
）
紀
元
千
年
前
後
の
ル
ー
ン
石
碑
に
関
し
て
、B

irgit Saw
yer, 

V
iking-A

ge rune-stones. C
ustom

 and com
m

em
oration in early 

m
edieval Scandinavia, O

xford 2000.

（
10
）B

irgit Saw
yer, "V

iking-A
ge rune-stones as a crisis sym

ptom
", 

N
orw

egian A
rchaeological R

eview
 24(1991), pp. 97-112.

（
11
）
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
所
有
に
関
し
て
は
、共
同
体
の
「
証

言
」
を
重
視
す
る
次
の
論
考
を
参
照
。
熊
野
聰
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人

は
土
地
所
有
を
い
か
に
証
明
し
た
か　
『
ラ
ン
ド
ナ
ー
マ
・
ボ
ー
ク
』

考
」
熊
野
聰
『
サ
ガ
か
ら
歴
史
へ　

社
会
形
成
と
そ
の
物
語
』
東
海

大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
四
三―

七
八
頁
。　

（
12
）
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
関
す
る
史
料
論
的
比
較
作
業
は
急
務
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
澤
実
「
紀
元
千
年
期
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア

史
料
論
に
向
け
て　

デ
ン
マ
ー
ク
・
イ
ェ
リ
ン
グ
王
朝
の
事
例
」
印

刷
中
。

（
13
）
小
澤
実
「
ル
ー
ン
石
碑
か
ら
国
王
証
書
へ　

一
一
・
一
二
世
紀
デ

ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
土
地
所
有
確
認
の
変
容
」
佐
藤
彰
一
編
『
ピ
エ
ー

ル
・
ト
ゥ
ベ
ー
ル
教
授
招
聘
事
業
報
告
書
』
名
古
屋
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一―

一
七
頁
。

（
14
）
デ
ン
マ
ー
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
化
に
関
す
る
刺
激
的
な
論
考
と
し

て
、M

ichael H
. G

elting, "T
he kingdom

 of D
enm

ark", N
ora 

B
erend (ed.), C

hristianization and the rise of C
hristian 

m
onarchy: Scandinavia, C

entral E
urope and R

us' c.900-1200, 
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C
am

bridge 2007, pp.73-120; Id., "P
oppo's ordeal: courtier 

bishops and the success of C
hristianization at the turn of the 

first m
illennium

", V
iking and M

edieval Scandinavia 6(2010), 
pp.101-133.

（
15
）
ク
ヌ
ー
ト
期
に
お
け
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
化
プ
ロ
セ

ス
に
つ
い
て
、T

im
othy B

olton, T
he em

pire of C
nut the G

reat. 
C

onquest and the consolidation of pow
er in N

orthern E
urope 

in the early eleventh century (T
he N

orthern W
orld 40), Leiden 

2009, chapter 8.

（
16
）
宣
教
セ
ン
タ
ー
と
し
て
ル
ン
ド
大
司
教
座
の
役
割
を
定
位
し
た
以

下
の
論
考
も
参
照
。
成
川
岳
大
「
一
二
世
紀
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア

世
界
に
お
け
る
「
宣
教
大
司
教
座
」
と
し
て
の
ル
ン
ド
」『
史
学
雑
誌
』

第
一
二
〇
編
第
一
二
号
（
二
〇
一
一
年
）、
一―

三
五
頁
。

（
17
）T

heodor Sickel (ed.), D
ie U

rkunden K
onrad I., H

einrich I. 
und O

tto I.

（M
G

H
 D

iplom
ata

）, H
annover 1879-84, N

o 294 
(p. 411): Idcirco nos, interuentu dilecti archiepiscopi nostri 
A

daldagi, ac pro statu et incolum
itate im

perii nostri, quicquid 
proprietatis in m

arca vel regno D
anorum

 ad ecclesias 
in h

onorem
 D

ei constructas, videlicet Sliesuuigensem
, 

R
ipensem

, A
rusensem

, vel adhuc pertinere videtur, vel 
futurum

 acquiratur, ab om
ni censu vel servilio nostri iuris 

absoluim
us, ut et episcopis prescriptarum

 ecclesiarum
, 

absque ulla com
itis vel alicuius fisci nostri exactoris 

infestatione seruiant et succum
bant, volum

us et firm
iter 

iubem
us.

（
18
）T

heodor Sickel (ed.), D
ie U

rkunden O
tto des III.

（M
G

H
 

D
iplom

ata

）, H
annover 1893, N

o 41(pp. 440-41): O
m

nium
 

fidelium
 nostrorum

, tam
 presentium

, quam
 futurorum

 piae 
devotioni pateat, quom

odo nos ob petitionem
 et interventum

 
dilecti nostri A

daldagi, B
rem

ensis ecclesiae videlicet 
venerabilis archiepiscopi, ac pro statu et incolum

itate regni 
nostri, quicquid proprietatis in regno D

anorum
 ad ecclesias 

in h
onorem

 D
ei constructas, videlicet Sliesuuicensem

, 
R

ipensem
, A

rusensem
, O

th
enesuuigensem

 uel ad h
ic 

pertinere videtur, uel in futurum
 ad quiratur, ab om

ni censu 
uel seruitio nostri iuris absoluim

us.

（
19
）
こ
う
し
た
入
植
先
に
お
け
る
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
変
容
の
問
題
は
、
近
年
の
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
研
究
の
一
つ

の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。Lesley A

bram
s, "D

iaspora and identity 
in the V

iking A
ge", E

arly M
edieval E

urope 20(2012), pp. 
17-38; C

lare D
ow

nham
, "V

iking ethnicities: a historiographic 
overview

", H
istory C

om
pass 10(2012), pp.1-12.

（
20
）「
カ
ロ
リ
ン
グ
諸
王
と
オ
ッ
ト
ー
朝
皇
帝
に
対
す
る
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
ィ
ア
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
法
」
佐
藤
彰
一
編
『
歴
史
テ

ク
ス
ト
の
解
釈
学　

針
路
、
解
釈
実
践
、
新
た
な
諸
問
題　
「
テ
ク

ス
ト
布
置
の
解
釈
学
的
研
究
と
教
育
」
第
六
回
国
際
研
究
集
会
報
告

書
』
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
一―

二
一
一
頁
。

（
21
）
こ
の
文
書
に
関
し
て
、M

inoru O
zaw

a, "C
om

m
unity in voice? 

A
 reconsideration of the social context D

anish royal charters 
functioned in the 11th century", H

E
R

SE
T

E
C

: H
erm

eneutic 
Study and E

ducation of Textual C
onfiguration( SIT

E
S

2)3-1(20
09), pp. 65-76.

（
22
）K

laus D
üw

el, "R
unische Zeugnisse zu B

auer", R
einhard 
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W
enskus, H

erbert Jankuhn &
 K

laus G
rinda (eds.), W

ort 
und B

egriff B
auer. Zusam

m
enfassender B

ericht über die 
K

olloquien der K
om

ission für die A
ltertum

skunde M
ittel- und 

N
ordeuropas, G

öttingen 1975, pp. 180-206; Judith Jesch, 
"R

unic inscriptions and the vocabulary of land: Lordship and 
social pow

er in the late V
iking A

ge",Søren Sindbæ
k &

 B
jørn 

Poulsen (eds.), Settlem
ent and lordship in V

iking and early 
m

edieval Scandinavia, T
urnhout 2011, pp.31-44. 

（
23
）
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
時
代
の
農
村
発
掘
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る

事
例
は
、
鉄
器
時
代
以
降
の
長
期
的
な
集
落
変
化
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
ユ
ラ
ン
半
島
の
ヴ
ォ
ヴ
ァ
ッ
セ
（Vorbasse

）
で
あ
る
。

近
年
、
発
掘
が
進
む
シ
ェ
ラ
ン
島
の
テ
ィ
セ
ー
（T

issø

）
の
報
告

も
重
要
と
な
っ
て
く
る
。Lars Jørgensen, "M

anor and m
arket 

at lake T
issø in the sixth to eleveneth centuries: the D

anish 
‘productive ’ sites", T

im
 Pestell &

 K
atharina U

lm
schneider 

(eds.), M
arkets in

 early m
edieval E

u
rope: tradin

g an
d 

‘ productive’ sites, 650-850, M
acclesfield 2003, pp.175-207. 

デ
ン
マ
ー
ク
農
村
史
の
基
本
文
献
と
し
て
、C

laus B
jørn (ed.), 

D
et danske landbrugs historie, vol.1: O

ldtid og m
iddelalder, 

K
øbenhavn 1988; N

ils H
ybel &

 B
jørn Poulsen, T

he D
anish 

resources c.1000-1550. G
row

th and recession (T
he N

orthern 
W

orld 34), Leiden 2009, pp. 141-223.

（
24
）M

ichael G
elting, "Indivisible farm

s under partible inheritance: 
the logic of Lovbydelse under the Skyldeje system

", T
ore 

Iversen &
 John R

agnar M
yking (eds.), L

and, lords and 
peasants: Peasants' right to control land in the m

iddle ages 
and the early m

odern period - N
orw

ay, Scandinavia and the 

A
lpine region, T

rondheim
 2005, pp. 229-237; Id., "O

delsrett - 
lovbydelse - bördsrätt - retrait lignager: K

indred and land in 
the N

ordic countries in the tw
elfth and thirteenth centuries", 

L
ars Ivar H

ansen (ed,), F
am

ily, m
arriage and property 

devolution in the m
iddle ages, T

rom
sø 2000, pp. 133-165.

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）


